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証券コード 9709
2022年６月６日

株 主 各 位
大阪市北区中之島三丁目３番23号

代表取締役社長 辻 隆 博
第56期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第56期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
なお、当日ご出席されない場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使することが

できますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、後述のご案内に
従って2022年６月21日（火曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお
願い申し上げます。

敬 具
記

１. 日 時 2022年６月22日（水曜日）午前10時
２. 場 所 大阪市浪速区湊町一丁目２番３号

ホテルモントレ グラスミア大阪23階 「パティオ リッチモンド」
会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違いの
ないようご注意ください。

３. 目 的 事 項
報 告 事 項 1． 第56期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告、連

結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報
告の件

2． 第56期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件

４．議決権の行使についてのご案内
(1)書面による議決権行使の場合
同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2022年６月21日（火曜日）午後５時
30分までに到着するようご返送ください。
(2)インターネットによる議決権行使の場合
次頁の【インターネットによる議決権行使のご案内】をご高覧の上、2022年６月21日（火
曜日）午後５時30分までにご行使ください。

以 上
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
◎新型コロナウイルス感染症への対策として、株主総会へのご出席に際しましては、ご自身の体調をご確認のう
え感染防止にご配慮賜りますようお願い申し上げます。また、株主総会会場において、感染防止のための措置
を講じる場合がありますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上
げます。
◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」
につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://ncsa.jp/ir/shareholder）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりま
せん。
なお、本招集ご通知の添付書類に記載しております連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査役が会
計監査報告及び監査報告の作成に際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。
◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、上記当社ウェブサイト
に掲載させていただきます。
◎本総会の決議のご報告は、上記当社ウェブサイトに掲載する方法によりお知らせする予定です。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

【インターネットによる議決権行使のご案内】
インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきます
ようお願い申し上げます。

１．議決権行使ウェブサイトについて
インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利
用いただくことによってのみ可能です。
(1)パソコン及び携帯電話をご利用の方
下記アドレスにアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使
コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
議決権行使ウェブサイトアドレス https://www.web54.net
※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「ＱＲコード®」を読み
取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。なお、操作方法の
詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。
（ＱＲコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）

(2)スマートフォンをご利用の方
同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログイン
ＱＲコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入
力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。
なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度ＱＲコードを読み取

り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力いただく必要
があります。
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２．議決権行使のお取扱いについて
(1)議決権の行使期限は、2022年６月21日（火曜日）午後５時30分までとなっておりますの
で、お早めの行使をお願いいたします。

(2)書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによる
ものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複数
回数またはパソコン・スマートフォン・携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、
最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

(3)議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料
金等）は、株主様のご負担となります。

(4)パソコンやスマートフォン、携帯電話のご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイ
トがご利用できない場合があります。

３．パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて
(1)パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報で
す。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。

(2)パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希
望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

(3)議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。
４．パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について
(1)本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い
合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
［電話］ 0120-652-031 （受付時間 9:00～21:00）

(2)その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。
①証券会社に口座をお持ちの株主様
証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてお問い合わせください。
②証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）
三井住友信託銀行 証券代行部

［電話］ 0120-782-031 （受付時間 9:00～17:00 土日休日を除く）
以 上
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株主総会参考書類
第１号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定
する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に
備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
(1)変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供
措置をとる旨を定めるものであります。

(2)変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主様に交付する書面に記載する事項の
範囲を限定するための規定を設けるものであります。

(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は
不要となるため、これを削除するものであります。

(4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所）
現 行 定 款 変 更 案

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
提供）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会

参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算
書類に記載または表示をすべき事項に係る情
報を、法務省令に定めるところに従いインタ
ーネットを利用する方法で開示することによ
り、株主に対して提供したものとみなすこと
ができる。

＜ 新 設 ＞

＜ 削 除 ＞

（電子提供措置等）
第15条

２

当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会
参考書類等の内容である情報について、電子
提供措置をとるものとする。
当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法
務省令で定めるものの全部または一部につい
て、議決権の基準日までに書面交付請求した
株主に対して交付する書面に記載しないこと
ができる。
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現 行 定 款 変 更 案

（附則）
＜ 新 設 ＞ １. 変更前定款第15条（株主総会参考書類等のイン

ターネット開示とみなし提供）の削除及び変更
後定款第15条（電子提供措置等）の新設は、会
社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70
号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
の施行の日（以下「施行日」という）から効力
を生ずるものとする。

２. 前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以
内の日を株主総会の日とする株主総会について
は、変更前定款第15条はなお効力を有する。

３. 本附則は、施行日から６か月を経過した日また
は前項の株主総会の日から３か月を経過した日
のいずれか遅い日後にこれを削除する。

2022年05月23日 15時29分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 6 ―

第２号議案 取締役５名選任の件
本総会終結の時をもって取締役全員（５名）が任期満了となりますので、取締役５名の選
任をお願いするものであります。
取締役候補者は、社外取締役２名、社外監査役１名を含む５名の委員で構成される指名・
報酬委員会で審議したうえで、取締役会において決定したものであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当

社株式の数

１

再任
松
まつ
木
き
謙
けん
吾
ご

（1951年12月10日生）

1994年１月 当社入社
1996年４月 当社事業企画推進本部長
1997年６月 当社取締役事業企画推進本部長
2000年６月 当社常務取締役
2004年５月 当社代表取締役専務
2005年４月 当社代表取締役社長
2018年４月 当社代表取締役会長

（現在に至る）

161,511株

取締役候補者とした理由
松木謙吾氏は、長年代表取締役社長として、また2018年４月からは代表取締役会長として当社グループの経営

を指揮してまいりました。各取締役と建設的な議論や意見を交わし取締役会の機能強化に努めてきた豊富な経験と
実績を当社の持続的な企業価値向上に活かすため、引き続き取締役候補者といたしました。

２

再任
辻
つじ

隆
たか
博
ひろ

（1960年６月６日生）

1983年４月 当社入社
2009年４月 当社ソリューション事業本部営業事業部長
2010年４月 当社執行役員第三事業本部ソリューション

営業事業部長
2011年４月 当社執行役員第三事業本部第一ソリューシ

ョン事業部長
2012年４月 当社執行役員第二事業本部第一ソリューシ

ョン事業部長
2014年４月 当社執行役員第二事業本部長
2014年６月 当社取締役執行役員第二事業本部長
2015年４月 当社取締役執行役員常務エンタープライズ

事業本部長
2015年６月 当社執行役員常務エンタープライズ事業本

部長
2017年４月 当社執行役員常務エンタープライズ事業本

部管掌
2017年６月 当社取締役執行役員常務エンタープライズ

事業本部管掌
2018年４月 当社代表取締役社長

（現在に至る）

72,722株

取締役候補者とした理由
辻隆博氏は、民需系システムの事業部門で事業本部長、管掌を歴任し、2018年４月からは代表取締役社長とし

てお客様目線を基本としながらリーダーシップを発揮し、業容拡大に貢献してまいりました。豊富な経験と実績を
当社の持続的な企業価値向上に活かすため、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当

社株式の数

３

再任 社外 独立
重
しげ
松
まつ
孝
たか
司
し

（1948年10月26日生）

1971年９月 昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監
査法人）入社

1981年７月 公認会計士登録
1995年６月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責

任監査法人）代表社員
2007年７月 新日本監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任

監査法人）常任理事
2009年９月 重松公認会計士事務所開設 代表

（現在に至る）
2010年６月 ㈱アクセス社外監査役
2012年７月 大阪市公正職務審査委員会委員
2013年６月 ワタベウェディング㈱社外監査役
2014年６月 当社社外取締役

（現在に至る）
［重要な兼職の状況］
重松公認会計士事務所 代表

9,763株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
重松孝司氏は、長年にわたる公認会計士としての企業監査業務の経験や見識を活かし、現在、当社社外取締役と

して経営上のアドバイスや指導、業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしており、今後もその役割を果たす
ことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、直接企業経営に関与された経験はあり
ませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、
同氏の当社社外取締役の在任期間は本総会終結の時をもって８年となります。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当

社株式の数

４

再任 社外 独立
大
おお
森
もり

京
きょう

太
た

（1948年３月14日生）

1972年４月 ㈱三菱銀行入行
2003年６月 ㈱東京三菱銀行常務取締役
2007年10月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行専務執行役員
2008年６月 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取

締役副社長
2010年10月 同社取締役
2010年12月 ㈱三菱総合研究所代表取締役社長
2011年７月 三菱総研ＤＣＳ㈱取締役会長
2015年６月 当社社外取締役

（現在に至る）
2016年12月 ㈱三菱総合研究所代表取締役会長
2017年12月 ㈱三菱総合研究所取締役会長
2017年12月 三菱総研ＤＣＳ㈱取締役
2018年６月 ㈱アイネス社外取締役

（現在に至る）
2021年12月 ㈱三菱総合研究所特別顧問

（現在に至る）
［重要な兼職の状況］
㈱三菱総合研究所特別顧問
㈱アイネス社外取締役

0株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
大森京太氏は、長年の銀行及びシンクタンクにおける経営経験や見識を活かし、現在、当社社外取締役として経

営上のアドバイスや指導、業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしており、今後もその役割を果たすことを
期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社社外取締役の在任期間は本総会終結の時を
もって７年となります。

５

再任 社外 独立
團
だん

博
ひろ
己
き

（1958年３月15日生）

1980年４月 日本電気㈱入社
1999年７月 同社北陸支社富山支店長
2006年４月 同社神奈川支社長
2009年４月 同社南関東支社長兼神奈川支社長
2010年４月 同社東海支社長
2014年４月 同社執行役員
2014年６月 ＮＥＣネクサソリューションズ㈱社外取締役
2016年４月 同社取締役執行役員常務
2016年６月 同社代表取締役執行役員社長
2020年４月 同社取締役支配人
2020年６月 同社顧問
2021年７月 当社社外取締役

（現在に至る）

7,000株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
團博己氏は、これまで当業界で培ってこられたビジネス経験や見識を活かし、現在、当社社外取締役として経営

上のアドバイスや指導、業務執行に対する監督等、適切な役割を果しており、今後もその役割を果たすことを期待
し、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社社外取締役の在任期間は本総会終結の時をもっ
て１年となります。
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（注）１．重松孝司氏、大森京太氏及び團博己氏は、社外取締役候補者であります。
２．大森京太氏は、株式会社三菱総合研究所の特別顧問及び株式会社アイネスの社外取締役を兼務してお
り、ＩＴサービスに関する事業において競業関係にあります。また、その他の候補者と当社との間に
は特別の利害関係はありません。

３．重松孝司氏は、2011年４月から2015年６月まで、当社の子会社である株式会社ファインバスの監査
役でありました。

４．團博己氏は、過去10年間において当社の特定関係事業者である日本電気株式会社の業務執行者であり
ました。

５．重松孝司氏及び大森京太氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員と
して届け出ております。両氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。ま
た、團博己氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された
場合、新たに独立役員として届け出る予定であります。

６．当社は、重松孝司氏、大森京太氏及び團博己氏との間で、会社法第423条第１項に定める賠償責任を
限定する契約を締結しており、各氏の選任が承認された場合、当社は各氏との間の上記責任限定契約
を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める最低責任限度
額であります。

７．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上
の損害賠償金、争訟費用を当該保険契約により填補することとしており、各候補者は当該保険契約の
被保険者に含められることとなります。なお、当該保険契約は、被保険者の任期途中に更新する予定
であります。
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（ご参考）取締役会のスキルマトリクス

氏名 役職 社内/社外 性別
専門性と経験

企業
経営

経営
管理

技術
品質

財務
会計

法務
リスク
管理

ESG
サスティナ
ビリティ

松木 謙吾 取締役 社内 男性 〇 〇 〇

辻 隆博 取締役 社内 男性 〇 〇 〇 〇

重松 孝司 取締役 社外（独立） 男性 〇 〇 〇

大森 京太 取締役 社外（独立） 男性 〇 〇 〇 〇

團 博己 取締役 社外（独立） 男性 〇 〇

木下 幸夫 監査役 社内 男性 〇 〇

大西 寛文 監査役 社外（独立） 男性 〇 〇

吉川 興治 監査役 社外（独立） 男性 〇
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第３号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお
願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
氏 名

（生 年 月 日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所有する当
社株式の数

里
さと
井
い
義
よし
昇
のり

（1962年12月10日生）

1996年４月 弁護士登録（大阪弁護士会）
1996年４月 髙木茂太市法律事務所入所
2006年２月 象印マホービン㈱社外監査役
2015年６月 当社社外監査役
2015年６月 東洋紡㈱社外監査役
2016年12月 やさか法律事務所入所

（現在に至る）
［重要な兼職の状況］
やさか法律事務所弁護士

5,000株

補欠の社外監査役候補者とした理由
里井義昇氏は弁護士として、企業法務及びコンプライアンスに関する専門的知見並びに経営に関する見識を有しているこ

とから、当社の監査に反映できるものと判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。なお、同氏は2015年６月から
2016年６月まで当社社外監査役を務め、当社の事業内容及び監査体制などについても十分な知見を有しているため、法令
に定める監査役の員数を欠くことになった場合においても、適切に職務を遂行いただけるものと判断しております。同氏は、
直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるもの
と判断しております。
（注）１．里井義昇氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

２．里井義昇氏と当社は、法律顧問契約を締結しております。
３．里井義昇氏が監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第１項に定める賠償責任
を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める最低責任
限度額であります。

４．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上
の損害賠償金、争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。里井義昇氏が監査役に
就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

以 上
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添付書類

事 業 報 告
（2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
（１）事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染再拡大及び緊急事態宣
言とまん延防止等重点措置の再発出が繰り返される中、自粛ムードが広がるも、ワクチン接
種の進展とマスクをしながらの経済活動の再開により、サービス消費が回復に向かっており
ます。
当社グループが属する情報サービス産業におきましては、AI、IoT、ビッグデータ、RPA

（ロボティックプロセスオートメーション）等の技術を利用して、新しい製品やサービス、
新しいビジネスモデルを通じて価値を創造し、競争上の優位性を確立する「デジタルトラン
スフォーメーション（DX）」への関心が高まっております。経済産業省が警鐘を鳴らした
「2025年の崖」を受け、企業において、老朽化、肥大化、複雑化及びブラックボックス化し
ている自社の古い基幹業務システムを刷新する動きが活発化しております。また、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大に伴い社会のあり方が大きく変化し、ITを活用したテレワーク化や
コミュニケーションツールを積極的に利用した働き方が常態化するなど、企業におけるIT活
用の重要性が高まっており、IT投資は引き続き堅調に推移するものと考えられます。
このような環境のもと、当社グループは、中長期的な目標である「収益性の安定と向上」

に向けて、積極的な投資による主力ソリューション強化の取り組みを継続するとともに、研
究開発を通して新しい事業の芽を創出する活動として2020年度下期から「社内スタートア
ップ制度」を開始しております。また、製品別や顧客業種別に細分化されていた営業部門を
集約し、主力ソリューションの販売先業種の拡大や既存顧客へのクロスセルの促進を図る取
り組みを始めております。さらに、当社グループとして、子会社も含め取り組むべき事業領
域の見直し、統廃合についても積極的に行うことで経営リスクの軽減及び収益性の改善を進
めております。

企業のDX推進に寄与するサービスとして展開しているマイグレーションサービスにつき
ましては、自社開発の情報システム可視化ソリューション「REVERSE PLANET（リバース
プラネット）」を中心とした「AAA（トリプルエー）」、「AIRS（エアーズ）」といった情報シ
ステム資産移行サービスの「安全・確実・低コスト」での提供に注力しております。その結
果、当連結会計年度におきましては、外資系保険会社向けの大型案件やアライアンス先との
協業案件が順調に進捗し、受注、売上及び利益ともに堅調に推移いたしました。
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中堅・中小企業マーケットにおきましては、新型コロナウイルス感染症の影響が依然とし
て続いております。しかしながら、基幹業務システム「スーパーカクテル」や生産管理シス
テム「Factory-ONE 電脳工場」の導入・カスタマイズ案件、システム共通基盤
「intra-mart（イントラマート）」を利用した基幹業務システム開発などは復調してまいりま
した。
地方自治体向けソリューションにつきましては、自社製品である確定申告受付支援システ

ム「The 確定申告Ⅴ（ファイブ）」の販売が堅調に推移いたしました。また、政府の給付金
事業に関連し、自社開発した給付金システム「The 給付」の販売・導入が進み、売上及び
利益に貢献いたしました。
大手SIerからの受託開発事業につきましては、当社の得意分野にリソースを集中させるこ
とによる収益性の向上に取り組んでおり、当連結会計年度におきましては、官庁系システム
開発を中心に受注、売上及び利益ともに堅調に推移いたしました。
また、2021年８月に東京本社、2022年３月に大阪本社の移転を実施いたしました。働

き方改革を推進し、社員の安全安心を第一に、社員が働き場所を選べるよう、オフィスの分
散化を行いました。社員が自宅から近いオフィスを選んで働けるようにすることで、通勤に
よるストレスの軽減、モチベーション向上を図り、テレワークと出社が共存するハイブリッ
ド勤務を進めています。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は、前期に比べ７億６百万円（3.6％）増収の204
億58百万円となりました。利益面につきましては、増収効果に加えて売上総利益率の改善
や販売費及び一般管理費の減少により営業利益は前期に比べ４億67百万円増加の12億97百
万円、売上高営業利益率は前期に比べ2.1ポイント上昇し6.3％となりました。経常利益は前
期に比べ４億49百万円増加の14億８百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は特別損失
として事務所移転費用１億96百万円を計上したこと及び税金費用が増加したことにより前
期に比べ１億88百万円増加の９億78百万円となりました。
なお、2022年３月28日付「連結子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ」のとお

り、2022年３月31日付で当社が保有していた株式会社フューチャー・コミュニケーション
ズの全株を譲渡したことにより、同社は当社の連結子会社から除外されることとなりました
が、当連結会計年度につきましては損益計算書のみ連結しております。
また、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等の適用
により、売上高は30百万円増加し、営業利益及び経常利益はそれぞれ16百万円増加してお
ります。

（２）対処すべき課題
ロシアによるウクライナ侵攻は日本にとっても他人事ではなく、グローバルなサプライチ
ェーンへの影響が懸念されるなど、景気の先行き不透明感が強まっております。また、新型
コロナウイルス感染症につきましても収束の兆しが見えない状況が続いております。
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一方、コロナ禍を契機として、社会は感染症対策と経済活性化の両立を図っていく “ウィ
ズコロナ” というニューノーマルに大きく変化いたしました。企業においては、ITを活用し
たテレワークやデジタル化が進み、新しい働き方が急速に広がっております。また、経済産
業省の「2025年の崖」の警鐘を背景に、企業における老朽化、肥大化、複雑化及びブラッ
クボックス化している古い基幹業務システムを刷新する動きが続いております。デジタルト
ランスフォーメーション（DX）の浸透が進み、企業におけるIT活用の重要性が再認識され
る中、IT投資は中長期的に拡大していくものと認識しております。
このような環境のもと、当社グループは、「収益性の安定と向上」及び「社員が生き生き

と働ける会社に」を基本方針に、中長期的に持続的な成長を実現するため、以下の施策を実
施してまいります。
・顧客規模に応じた製品化、部品化及びクラウド化を進め、主力ソリューションの高収
益化を図ります。また、可視化・マイグレーションビジネスを中心に、商品力強化の
ための投資を積極的に行います。
・クラウドビジネスのさらなる加速を見据え、顧客に提案ができるクラウドサービス技
術者の育成を強化いたします。
・PMO（プロジェクトマネジメントオフィス）の活動をより一層有効なものとするた
め、「見えないものは管理できない」という考え方に基づき、ソフトウエア構造やＰ
Ｊ特性などの可視化を徹底します。また、見えないことによるリスクの洗い出しを行
い、解決すべき課題の可視化を推進します。システム開発における様々なリスクを開
発現場との間で共有し、現場とともに課題解決にあたります。また、上流工程の徹底
チェックとコストマネジメントを強化し、品質向上とプロジェクト損失の抑制を図り
ます。
・全ての社員がより長く生き生きと働ける会社となるために働き方改革を継続します。
テレワークとオフィス勤務を組み合わせたハイブリッド勤務を推し進め、一人ひとり
の生活に合わせた働き方ができるよう働く環境の整備を図ります。
・サステナビリティの取り組みを強化いたします。テレワークやデジタル化のさらなる
推進を行い、通勤による環境負荷の低減や紙使用量・電力使用量の削減を図ります。
また、「社内スタートアップ制度」を通じてサステナブルな事業アイデアにも積極的
に投資してまいります。
・自然災害やパンデミックを想定したBCP（事業継続計画）を検討・策定するととも
に、災害対策としての社内IT環境、オフィス環境の見直しや必要物資の備蓄の強化を
行ってまいります。
・NCS&Aグループ各社の事業シナジーの追求、取り組むべき事業領域の見直しや統廃
合、コスト構造改革を進め、グループ経営の総合力を高めます。

株主の皆様におかれましては、今後とも引き続きご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申
し上げます。
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（３）設備投資及び資金調達の状況
当連結会計年度に実施いたしました設備投資の総額は５億66百万円であります。その内
訳は、有形固定資産の取得が３億97百万円、無形固定資産の取得が１億69百万円でありま
す。なお、所要資金は、主に自己資金を充当しております。

（４）財産及び損益の状況の推移
区 分 第53期

(2019年３月期)
第54期

(2020年３月期)
第55期

(2021年３月期)
第56期

(2022年３月期)
売 上 高 (百万円) 20,457 22,408 19,751 20,458
経 常 利 益 (百万円) 791 1,014 958 1,408
親 会 社 株 主 に
帰 属 す る 当 期
純 利 益

(百万円) 573 1,133 789 978

１株当たり当期純利益（円) 31.13 61.77 45.04 59.03
総 資 産 合 計 (百万円) 16,550 17,599 16,848 17,695
純 資 産 合 計 (百万円) 8,583 9,524 9,332 10,126
（注） １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数（自己株式を控除して算出）により算出しております。

（５）重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

エ ブ リ ㈱ 80 百万円 100％
コンピュータ機器保守
施設工事・消耗品販売
システム運用支援

ＮＣＳサポート＆サービス㈱ 10 百万円 100％
システム開発サービス
事務支援サービス
運用支援サービス

恩 愛 軟 件 ( 上 海 ) 有 限 公 司 430 百万円 100％ コンピュータソフトウエアの開発

（注） 当社は、2022年３月31日に株式会社フューチャー・コミュニケーションズの株式全てを譲渡したため、
連結子会社から除外しております。
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（６）主要な事業内容
当社グループは、経営課題を抱えた企業の皆様に向けて、最適なソリューション提案をは
じめとしてシステムの構築から保守・運用にわたるＩＴサービスをワンストップで提供して
おります。
① システム開発
当社グループは、顧客からのシステムの設計及びソフトウエアの開発を受託し開発を行
うとともに、パッケージソフトウエアのカストマイズを行い、ソリューションを中心とし
た販売を行っております。
② サービス
当社グループは、コンピュータ機器の保守を行うハードウエア保守サービス及び企業の
コンピュータシステムに対する全般的な支援サービスを行うシステムサポートサービスを
中心にサービス業務を行っております。
③ システム機器等販売
当社グループは、コンピュータ機器及び周辺機器、自社開発パッケージソフトウエア、

他社開発パッケージソフトウエアの販売を行っております。

（７）主要な拠点等
会 社 名 主 要 拠 点

Ｎ Ｃ Ｓ ＆ Ａ ㈱

（本 社）
（難 波 オ フ ィ ス）
（新 大 阪 オ フ ィ ス）
（尼 崎 オ フ ィ ス）
（東 京 本 社）
（汐 留 オ フ ィ ス）
（大 井 町 オ フ ィ ス）
（名 古 屋 支 社）

大阪市北区
大阪市浪速区
大阪市淀川区
兵庫県尼崎市
東京都千代田区
東京都港区
東京都品川区
名古屋市中村区

エ ブ リ ㈱ （本 社） 大阪市城東区
Ｎ Ｃ Ｓ サ ポ ー ト ＆ サ ー ビ ス ㈱ （本 社） 大阪市中央区
恩 愛 軟 件 ( 上 海 ) 有 限 公 司 （本 社） 中国上海市

（注）１．当社は、2021年８月２日付で、東京本社を東京都千代田区へ移転いたしました。また、2021年７月
12日付で大井町オフィスを、2021年８月２日付で汐留オフィスをそれぞれ新設いたしました。

２．当社は、2022年３月22日付で、本社を大阪市北区へ移転いたしました。また、2022年３月14日付
で難波オフィス及び尼崎オフィスを、2022年３月22日付で新大阪オフィスをそれぞれ新設いたしま
した。
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（８）使用人の状況
職 種 別 の 名 称 使 用 人 数

営 業 職 90名
技 術 職 1,023名
総 括 職 ・ 事 務 職 106名

合 計 1,219名
（注） 使用人数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへ

の出向者を含む就業人員数であります。

（９）主要な借入先
該当事項はありません。

（10）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項で重要なものはありません。

２．会社の株式に関する事項
（１）発行可能株式総数 ： 60,000,000株

（２）発行済株式の総数 ： 18,000,000株

（３）株 主 数 ： 3,814名

（４）大 株 主 の 状 況 （上位10名）
株 主 名 持 株 数 持株比率

株 式 会 社 Ｚ Ｅ Ｎ 1,851 千株 11.20 ％
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 1,061 千株 6.42 ％
丸 山 幸 男 965 千株 5.84 ％
Ｎ Ｃ Ｓ ＆ Ａ 従 業 員 持 株 会 523 千株 3.16 ％
ア イ ・ シ ス テ ム 株 式 会 社 401 千株 2.42 ％
株 式 会 社 ク リ ナ ム 398 千株 2.40 ％
梶 川 融 397 千株 2.40 ％
日 本 金 銭 機 械 株 式 会 社 381 千株 2.30 ％
山 田 欣 吾 350 千株 2.12 ％
吉 田 知 広 344 千株 2.08 ％

（注） 当社は自己株式1,479,277株を保有しておりますが、上記の大株主からは除いております。（持株比率は
自己株式を控除して計算しております。）

（５）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
取締役（社外取締役を除く）１名に、10,000株を交付いたしました。
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３．会社役員に関する事項
（１）取締役及び監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役会長 松 木 謙 吾

代表取締役社長 辻 隆 博

取 締 役 重 松 孝 司 公認会計士 （重松公認会計士事務所 代表）

取 締 役 大 森 京 太 株式会社三菱総合研究所 特別顧問
株式会社アイネス 社外取締役

取 締 役 團 博 己

常 勤 監 査 役 木 下 幸 夫

監 査 役 大 西 寛 文 公認会計士
大阪府代表監査委員

監 査 役 吉 川 興 治 馬場法律事務所 弁護士
日本金銭機械株式会社 社外取締役

（注）１．重松孝司、大森京太及び團博己は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．大西寛文及び吉川興治は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．当社は、取締役重松孝司、取締役大森京太、監査役大西寛文及び監査役吉川興治を東京証券取引所が
定める独立役員として届け出ております。

４．当期中の取締役及び監査役の異動は次のとおりであります。
・2021年６月22日開催の第55期定時株主総会において、團博己が新たに取締役に選任され、同年７
月１日付で就任いたしました。

５．大西寛文は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
６．大森京太は、2021年12月17日付で株式会社三菱総合研究所取締役会長を退任し、同社特別顧問に就
任しております。

（２）責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第423条第１項に定める賠償責任を限定する
契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額と
しております。

（３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、被保険者の範囲を全役員（子会社役員等を含む。）とした役

員等賠償責任保険契約を締結しております。
当該保険契約の保険料は、すべて当社及び子会社で負担しており、被保険者である各役員

（子会社役員等を含む。）による負担はありません。填補の対象は法律上の損害賠償金、争訟
費用としております。

2022年05月23日 15時29分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

― 19 ―

（４）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という。）を定
めており、その概要は、取締役の中長期的な業績向上への意欲を高め、持続的な企業価値
増大に寄与するよう、固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等で構成する内容となっ
ております。なお、社外取締役はその職務に鑑み、固定報酬のみとしております。
決定方針の決定方法は、取締役会にて決議しております。
・固定報酬は、月例の基本報酬とし、それぞれの責務の大きさを勘案し、役職に応じた基
準を定めております。
・業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反
映した短期的なインセンティブである業績連動賞与（金銭報酬）とし、各事業年度の営
業利益達成率及び役割達成度を加味した取締役ごとの評価を指標として算定された額を
毎年、一定の時期に支給しております。
・非金銭報酬等は、中長期的なインセンティブである譲渡制限付株式とし、前年度評価を
含めた期待値を加味した取締役ごとの評価を指標として算定された株式数を毎年、一定
の時期に支給しております。
・取締役の種類別の報酬割合については、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高ま
る構成とし、指名・報酬委員会（任意の委員会）において審議を行っております。取締
役会（取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任を受けた代表取締役会長）は指
名・報酬委員会の審議内容を尊重し、原則、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人
別の報酬等の内容を決定することとしております。なお、報酬等の種類ごとの比率の目
安は、（評価指標を100%達成した場合）固定報酬：業績連動報酬等：非金銭報酬等＝
６：３：１としております。

②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
・取締役の報酬限度額は、2006年６月29日開催の第40期定時株主総会において年額
240百万円以内（ただし、使用人部分給与は含まない。同定時株主総会終結時の取締役
の員数は９名）と決議いただいております。また、2018年６月22日開催の第52期定
時株主総会において、取締役（ただし、社外取締役を除く。同定時株主総会終結時の取
締役の員数は８名）に対する譲渡制限付株式の付与のための金銭債権（以下「金銭報酬
債権」という。）を支給すること、及び付与対象取締役に対して譲渡制限付株式付与の
ために支給する金銭報酬債権の総額は年額30百万円以内とし、上記報酬限度額の範囲
内で支給するものと決議いただいております。
・監査役の報酬限度額は、2006年６月29日開催の第40期定時株主総会において年額36
百万円以内（同定時株主総会終結時の監査役の員数は４名）と決議いただいておりま
す。
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③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
・取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役会長松木謙吾が
その具体的内容について委任をうけ、決定しております。その権限の内容は、各取締役
の固定報酬の額及び各取締役の役割達成度を踏まえた業績連動賞与の評価配分としてお
ります。当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の職務遂行の評価を行うには、代表取
締役会長が最も適していると判断し、当該権限を委任しております。当該権限が代表取
締役会長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会にて審議し、その審議内容
に従って決定することとしていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うもの
であると判断しております。なお、非金銭報酬等は、指名・報酬委員会の審議内容を踏
まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議しております。

④取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の
総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる
役員の員数
（人）固定報酬 業績連動

報酬等
非金銭
報酬等

退職
慰労金

取締役
（うち社外
取締役)

201,753
（16,500）

87,300
（16,500）

110,200
（－）

4,253
（－） － ５

（３）

監査役
（うち社外
監査役）

29,100
（9,600）

25,200
（9,600）

3,900
（－） － － ３

（２）

（注）１．上記報酬等の額には、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額89,600千円（取締役２名に
対して87,000千円、監査役１名に対して2,600千円）を含んでおります。

２．上記人数及び報酬等の額には、当期中に就任した取締役１名を含んでおります。
３．取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人部分給与は含まれておりません。
４．業績連動報酬等として取締役に対して金銭報酬として賞与、非金銭報酬等として株式報酬を
交付しております。金銭報酬としての賞与の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容、
当該業績指標を選定した理由及び額の算定方法は、上記①に記載のとおりであり、業績指標
に関しては、連結営業利益の目標８億50百万円に対して当連結会計年度の連結営業利益の実
績は12億97百万円となり、営業利益達成率は152.6％となっております。また、非金銭報
酬等としての株式交付の状況は２．会社の株式に関する事項に記載のとおりです。

５．非金銭報酬等の金額は譲渡制限付株式の付与のための報酬に係る当事業年度の費用計上額で
あります。

６．指名・報酬委員会は、取締役会の任意の諮問機関として当連結会計年度において 回開催し、
取締役の報酬等に関する方針及び報酬制度に係る審議及び取締役への答申を実施しておりま
す。

７．監査役の報酬は、2006年６月29日開催の第40期定時株主総会において決議いただいた報酬
限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
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（５）社外役員に関する事項
①重要な兼職先と当社との関係
・社外取締役重松孝司は、重松公認会計士事務所の代表を兼職しておりますが、当社と同
事務所との間に重要な取引関係はありません。
・社外取締役大森京太は、株式会社三菱総合研究所の特別顧問及び株式会社アイネスの社
外取締役を兼職しております。当社と株式会社アイネスとの間に重要な取引関係はあり
ません。また当社と株式会社三菱総合研究所との間に取引がありますが、取引金額は当
社連結売上高の約１．２％であります。
・社外監査役大西寛文は、大阪府の代表監査委員を兼職しておりますが、当社と大阪府と
の間に重要な取引関係はありません。
・社外監査役吉川興治は、馬場法律事務所の弁護士及び日本金銭機械株式会社の社外取締
役を兼職しております。当社と馬場法律事務所との間に重要な取引関係はありません。
また当社と日本金銭機械株式会社との間に取引がありますが、取引金額は当社連結売上
高の１％未満であります。
②主な活動状況
・社外取締役重松孝司は、当期に開催された取締役会１３回すべてに出席し、公認会計士
としての経験や見識を活かして、議案・審議について必要な意見を述べるなど、経営上
のアドバイスや指導、業務執行に対する監督等、社外取締役に期待される役割を果たし
ております。
・社外取締役大森京太は、当期に開催された取締役会１３回すべてに出席し、銀行及びシ
ンクタンクにおける経営経験を活かして、議案・審議について必要な意見を述べるな
ど、経営上のアドバイスや指導、業務執行に対する監督等、社外取締役に期待される役
割を果たしております。
・社外取締役團博己は、2021年７月１日の就任以降に開催された取締役会９回すべてに
出席し、当業界におけるビジネス経験や見識を活かして、議案・審議について必要な意
見を述べるなど、経営上のアドバイスや指導、業務執行に対する監督等、社外取締役に
期待される役割を果たしております。
・社外監査役大西寛文は、当期に開催された取締役会１３回、監査役会１３回すべてに出
席し、公認会計士としての企業会計における見識を活かして、適宜質問、助言、意見を
述べております。
・社外監査役吉川興治は、当期に開催された取締役会１３回、監査役会１３回すべてに出
席し、弁護士としての企業法務における見識を活かして、適宜質問、助言、意見を述べ
ております。
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４．会計監査人の状況
（１）会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

（２）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
①公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項の業務に係る報酬等の額

31,970千円
②当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計金額

31,970千円
（注）１．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、前期の監査実績の評価・分析、会計監査の職務

遂行状況並びに報酬見積の算出根拠の相当性について必要な検証を行ったうえ、会計監査人
の報酬等の額について同意を行っております。

２．当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の監査報酬額を明確に区分することができないため、上記の金額には合計金額を記載して
います。

（３）非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業
務）を委託しておりません。

（４）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場
合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認め
られる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場
合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人
を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

2022年05月23日 15時29分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

― 23 ―

５．会社の体制及び方針
（１）業務の適正を確保するための体制
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①役員及び全社員が共有する行動の指針として「コンプライアンス基本方針」及び「行動
規範」を制定し、その周知徹底を図ることにより、法令遵守、企業理念の向上に努め
る。
②「コンプライアンス実施統括責任者」として担当取締役または担当執行役員を任命し、
コンプライアンスに関する諸問題を統括する。また各部門に「コンプライアンス実施責
任者」を置き、各々の部門におけるコンプライアンスの方針展開、指導及び危機管理の
責任を負う。
③コンプライアンスリスクに関する審議機関として「コンプライアンス委員会」を設置す
る。
④当社グループの全社員が利用できる内部通報窓口を設置する。
⑤反社会的勢力に対しては、いかなる関係も拒絶し、警察や弁護士等と連携し断固とした
姿勢で臨む。

２．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①全社的な重要事項についての検討、決定にあたっては、代表取締役社長を議長とする経
営会議において議論を行い、その審議を経て取締役会にて意思決定を行う。

②執行役員制度の導入により、業務執行の責任明確化と迅速化を図るとともに、取締役会
は執行役員の任命及び業務執行状況の監督を行う。
③日常の職務執行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限の委譲を行
い、各部門の責任者が適正かつ効率的に執行する。

３．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会、取締役会等重要な会議の議事録及び関連資料並びに稟議書は、当社社内規
程及びそれに関する各管理マニュアルに従い適切に保存及び管理し、必要に応じて取締
役、監査役、会計監査人がいつでも閲覧できる体制を整える。

４．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社の業務推進に伴う損失の危険（以下、リスクという）の管理については、総務部門
その他の担当部門並びに各委員会（コンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員
会、品質マネジメントシステム推進委員会、内部統制委員会）にて、規則・ガイドライ
ンの制定、研修の実施等を行う。
②新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、速やかに対応責任者を定める。リスクが
現実化し、重大な損害が予測される場合には、関係諸規程や行動基準により迅速に対応
を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめる体制を整える。
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５．企業集団における業務の適正を確保するための体制
①グループ会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、関係会社管理規程に従い事
業内容の定期的な報告を受け、重要案件についての事前協議を行う。
②グループ会社の規程、重要な会議の議事録及び稟議書は、必要に応じて当社取締役、監
査役がいつでも閲覧できるものとする。
③「コンプライアンス基本方針」及び「行動規範」は、グループ会社共通として適用し、
周知浸透を図る。
④グループ会社へ当社より取締役及び監査役を派遣することにより、効率的業務の遂行及
び業務の適正適法を監視できる体制を構築する。
⑤グループ会社間の取引は、法令･会計原則・税法その他の社会規範に照らし適切性を確
保する。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する指示の実効性の確保及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
①監査役の職務を補助すべき組織として監査室が担当する。監査役の補助業務について
は、取締役の指揮命令を受けないものとし、独立性及び監査役の指示の実効性を確保す
る。
②監査室の人事権に係わる事項の決定については、事前に常勤監査役の同意を得る。
７．当社監査役への報告体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体
制
①取締役は常勤監査役に、経営会議等重要な会議への出席を要請する。
②監査役はいつでも、取締役及び使用人並びにグループ会社の取締役及び使用人に対して
業務執行に関する事項の報告を求めることができ、その場合には、取締役及び使用人並
びにグループ会社の取締役及び使用人は速やかに報告する。
③取締役及び使用人並びにグループ会社の取締役及び使用人は、法令違反や会社に著しい
損害を与えるおそれのある事象を発見したときは、直ちに監査役に報告する。
④当社及びグループ会社の内部通報制度規程の適切な運用により、法令違反、コンプライ
アンス上の問題について報告された事項は、速やかに監査役へ報告する体制を確保す
る。
⑤代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため定期的に会合を行う。
⑥監査役と監査室は、意見及び情報交換を行うため定期的に会合を行う。
⑦監査役は、会計監査人と監査に関する意見及び情報交換を行うため定期的に会合を行
う。
⑧監査役に報告をした者に対して、報告をしたことを理由として、いかなる不利な取扱い
をしない。また、当社及びグループ会社の内部通報制度においても、内部通報をしたこ
とを理由として、いかなる不利な取扱いをしないことを規定し適切に運用する。
⑨監査役の職務の執行について生ずる必要な費用の請求は、所定の手続きに従い、これに
応じる。
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（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
１．コンプライアンスに対する取組みの状況

ＮＣＳ＆Ａグループ全体でのコンプライアンス体制を整えるため、「ＮＣＳ＆Ａグル
ープコンプライアンス管理規程」「内部通報規程」を制定し運用しております。コンプ
ライアンスの統括的な実施責任を負う「実施統括責任者」として、コンプライアンス担
当執行役員を任命し、コンプライアンスに関するすべての情報を掌握する体制としてお
ります。
「ＮＣＳ＆Ａグループコンプライアンス基本方針」及び「行動規範」は、グループ会
社共通として適用し、周知浸透を図っております。
コンプライアンスに関する教育は、グループの全社員対象とするプログラムと職制に
応じたプログラムを設けるとともに、コンプライアンス関連通達を随時配布する等によ
りコンプライアンスの啓発を推進しております。

２．職務執行の適正性及び効率的に行われることに対する取組みの状況
取締役会は、社外取締役３名を含む５名で構成され、社外監査役２名を含む監査役３
名も出席しております。当事業年度には13回開催し、取締役会の審議資料は事前配布
して出席者が十分な準備を行えるよう配慮しております。また、各議案についての審
議、業務執行の状況等の監督を行い、活発な意見交換を行っております。

３．監査役の監査が実効的に行われることに対する取組みの状況
監査役は、代表取締役社長及び会計監査人と定期的に情報・意見を交換する場を設け
ることにより、監査の実効性を高めております。
監査役は、社外取締役とのミーティングの場を設け、当社の課題等について情報共有

し、客観的な立場で意見交換を行っております。
常勤監査役は、「取締役会」「経営会議」のほか、「コンプライアンス委員会」「情報セ

キュリティ委員会」「内部統制委員会」等の協議の場に出席し、内部統制システムの整
備・運用状況を確認しております。
常勤監査役は、内部監査部門である監査室と月例定例会を開催し意見交換を行ってお
ります。

４．損失の危険の管理に対する取組みの状況
災害リスク、情報漏えいリスクを中心に、管理規程や職務分掌を整備しております。

総務部門その他の担当部門並びに各委員会（コンプライアンス委員会、情報セキュリテ
ィ委員会、品質マネジメントシステム推進委員会、内部統制委員会）において、計画、
状況確認、再整備などの審議を行い、必要に応じて経営会議に報告されています。

５．当社グループにおける業務の適正性に対する取組みの状況
グループ会社の経営管理については、四半期毎に当社経営会議でグループ会社社長に
よる事業状況の報告を行うとともに、「関係会社管理規程」に基づき、重要な事項につ
いては当社取締役会または当社代表取締役社長へ随時報告する体制としております。
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（３）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、収益力の向上、財務体質の強化を図ることで安定的な配当を継続することが重要
と考えております。剰余金の配当につきましては、連結配当性向35％以上を目標に収益状
況に対応した配当を行うことを基本として、キャッシュ・フローの状況、内部留保などを勘
案して決定いたします。
自己株式の取得につきましても、株主の皆様に対する有効な利益還元のひとつと考えてお
り、株価の動向や財務状況等を考慮しながら適切に対応してまいります。
上記の方針に基づき、当期の年間配当金（普通配当）は１株につき22円とさせていただ
きます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
（注）本事業報告中、金額・株式数・比率等は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2022年３月31日現在)

(単位：千円)
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 14,675,741 流 動 負 債 4,160,288
現 金 及 び 預 金 9,360,849 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 570,208
受 取 手 形 5,185 リ ー ス 債 務 56,023
電 子 記 録 債 権 49,308 未 払 金 1,304,158
売 掛 金 3,701,435 未 払 法 人 税 等 186,710
契 約 資 産 1,142,573 契 約 負 債 404,683
商 品 129,743 賞 与 引 当 金 1,181,194
仕 掛 品 29,674 役 員 賞 与 引 当 金 101,360
そ の 他 257,079 受 注 損 失 引 当 金 829
貸 倒 引 当 金 △110 そ の 他 355,121
固 定 資 産 3,019,943 固 定 負 債 3,408,982
( 有 形 固 定 資 産 ) (516,701) リ ー ス 債 務 97,910
建 物 314,064 退 職 給 付 に 係 る 負 債 3,289,102
リ ー ス 資 産 138,538 長 期 未 払 金 21,970
そ の 他 64,098 負 債 合 計 7,569,271
( 無 形 固 定 資 産 ) (343,699) 純 資 産 の 部
ソ フ ト ウ エ ア 342,621 科 目 金 額
そ の 他 1,078 株 主 資 本 10,134,541
( 投 資 そ の 他 の 資 産） (2,159,541) ( 資 本 金 ) (3,775,100)
投 資 有 価 証 券 937,999 ( 資 本 剰 余 金 ) (3,988,148)
繰 延 税 金 資 産 547,792 ( 利 益 剰 余 金 ) (2,955,967)
差 入 保 証 金 488,333 ( 自 己 株 式 ) (△584,674)
そ の 他 236,867 その他の包括利益累計額 △8,127
貸 倒 引 当 金 △51,451 (その他有価証券評価差額金) (327,238)

(為 替 換 算 調 整 勘 定) (19,702)
(退職給付に係る調整累計額) (△355,069)
純 資 産 合 計 10,126,413

資 産 合 計 17,695,684 負 債 及 び 純 資 産 合 計 17,695,684
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
（2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

(単位：千円)
科 目 金 額

売 上 高 20,458,330
売 上 原 価 14,948,522
売 上 総 利 益 5,509,808
販売費及び一般管理費 4,212,555
営 業 利 益 1,297,252
営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 23,568
保 険 配 当 金 54,743
助 成 金 収 入 34,541
そ の 他 営 業 外 収 益 16,222 129,076

営 業 外 費 用
支 払 利 息 971
為 替 差 損 14,315
リ ー ス 解 約 損 2,128
そ の 他 営 業 外 費 用 162 17,577

経 常 利 益 1,408,751
特 別 利 益
関 係 会 社 株 式 売 却 益 13,042 13,042

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 4,849
ゴ ル フ 会 員 権 売 却 損 690
事 務 所 移 転 費 用 196,105 201,645

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,220,149
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 370,922
法 人 税 等 調 整 額 △129,199 241,723
当 期 純 利 益 978,425
親会社株主に帰属する当期純利益 978,425

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
（2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

(単位：千円)
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
2021 年 ４ 月 １ 日 残 高 3,775,100 3,985,520 2,197,846 △479,416 9,479,049
会計方針の変更による累積的影響額 30,817 30,817

会計方針の変更を反映した当期首残高 3,775,100 3,985,520 2,228,663 △479,416 9,509,867
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △251,121 △251,121
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 978,425 978,425

自 己 株 式 の 取 得 △114,295 △114,295
自 己 株 式 の 処 分 2,627 9,037 11,665
株主資本以 外 の 項 目 の
連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － 2,627 727,303 △105,257 624,673
2022 年 ３ 月 31 日 残 高 3,775,100 3,988,148 2,955,967 △584,674 10,134,541
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(単位：千円)
その他の包括利益累計額

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付
に 係 る
調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

2021 年 ４ 月 １ 日 残 高 313,517 3,347 △463,678 △146,813 9,332,236
会計方針の変更による累積的影響額 30,817

会計方針の変更を反映した当期首残高 313,517 3,347 △463,678 △146,813 9,363,054
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △251,121
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 978,425

自 己 株 式 の 取 得 △114,295
自 己 株 式 の 処 分 11,665
株主資本以 外 の 項 目 の
連結会計年度中の変動額(純額) 13,720 16,355 108,608 138,685 138,685

連結会計年度中の変動額合計 13,720 16,355 108,608 138,685 763,359
2022 年 ３ 月 31 日 残 高 327,238 19,702 △355,069 △8,127 10,126,413

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
(2022年３月31日現在)

(単位：千円)
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 13,559,345 流 動 負 債 3,944,796
現 金 及 び 預 金 8,420,495 支 払 手 形 85,428
受 取 手 形 5,185 買 掛 金 379,955
電 子 記 録 債 権 49,308 リ ー ス 債 務 56,023
売 掛 金 3,551,823 未 払 金 1,406,183
契 約 資 産 1,142,573 未 払 法 人 税 等 147,243
商 品 120,667 契 約 負 債 397,846
仕 掛 品 29,674 預 り 金 82,805
前 払 費 用 166,491 賞 与 引 当 金 1,087,714
未 収 入 金 39,118 役 員 賞 与 引 当 金 89,600
そ の 他 34,117 受 注 損 失 引 当 金 829
貸 倒 引 当 金 △110 そ の 他 211,165
固 定 資 産 3,148,192 固 定 負 債 2,806,650
( 有 形 固 定 資 産 ) (511,364) リ ー ス 債 務 97,910
建 物 310,978 退 職 給 付 引 当 金 2,666,154
工 具、 器 具 及 び 備 品 61,848 長 期 未 払 金 21,970
リ ー ス 資 産 138,538 長 期 預 り 金 20,615
( 無 形 固 定 資 産 ) (324,491) 負 債 合 計 6,751,446
ソ フ ト ウ エ ア 323,413 純 資 産 の 部
そ の 他 1,078 科 目 金 額
( 投 資 そ の 他 の 資 産 ) (2,312,336) 株 主 資 本 9,628,853
投 資 有 価 証 券 934,999 ( 資 本 金 ) (3,775,100)
関 係 会 社 株 式 193,000 ( 資 本 剰 余 金 ) (3,988,148)
関 係 会 社 出 資 金 99,792 資 本 準 備 金 2,232,620
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 50,000 そ の 他 資 本 剰 余 金 1,755,528
長 期 前 払 費 用 145,004 ( 利 益 剰 余 金 ) (2,450,279)
繰 延 税 金 資 産 417,014 そ の 他 利 益 剰 余 金 2,450,279
差 入 保 証 金 495,448 繰 越 利 益 剰 余 金 2,450,279
保 険 積 立 金 10,158 ( 自 己 株 式 ) (△584,674)
そ の 他 34,368 評 価 ・ 換 算 差 額 等 327,238
貸 倒 引 当 金 △67,450 (その他有価証券評価差額金) (327,238)

純 資 産 合 計 9,956,092
資 産 合 計 16,707,538 負 債 及 び 純 資 産 合 計 16,707,538

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

(単位：千円)
科 目 金 額

売 上 高 16,840,791
売 上 原 価 12,260,641
売 上 総 利 益 4,580,150
販売費及び一般管理費 3,673,612
営 業 利 益 906,537
営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 380,537
保 険 配 当 金 44,738
そ の 他 営 業 外 収 益 12,990 438,267

営 業 外 費 用
支 払 利 息 906
為 替 差 損 14,315
リ ー ス 解 約 損 2,128
そ の 他 営 業 外 費 用 150 17,500

経 常 利 益 1,327,304
特 別 利 益
関 係 会 社 株 式 売 却 益 188,322 188,322

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 1,110
ゴ ル フ 会 員 権 売 却 損 690
事 務 所 移 転 費 用 196,105 197,906

税 引 前 当 期 純 利 益 1,317,720
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 197,027
法 人 税 等 調 整 額 △114,557 82,470
当 期 純 利 益 1,235,249

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

(単位：千円)
株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 そ の 他
資 本 剰 余 金

資 本 剰 余 金
合 計

2021 年 ４ 月 １ 日 残 高 3,775,100 2,232,620 1,752,900 3,985,520
会計方針の変更による累積的影響額

会計方針の変更を反映した当期首残高 3,775,100 2,232,620 1,752,900 3,985,520
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 2,627 2,627
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額 (純額)
事業年度中の変動額合計 － － 2,627 2,627
2022 年 ３ 月 31 日 残 高 3,775,100 2,232,620 1,755,528 3,988,148
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(単位：千円)
株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

そ の 他
利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金

合 計繰越利益剰余金
2021 年 ４ 月 １ 日 残 高 1,435,333 1,435,333 △479,416 8,716,537
会計方針の変更による累積的影響額 30,817 30,817 30,817

会計方針の変更を反映した当期首残高 1,466,151 1,466,151 △479,416 8,747,355
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △251,121 △251,121 △251,121
当 期 純 利 益 1,235,249 1,235,249 1,235,249
自 己 株 式 の 取 得 △114,295 △114,295
自 己 株 式 の 処 分 9,037 11,665
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額 (純額)
事業年度中の変動額合計 984,128 984,128 △105,257 881,498
2022 年 ３ 月 31 日 残 高 2,450,279 2,450,279 △584,674 9,628,853

(単位：千円)
評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2021 年 ４ 月 １ 日 残 高 313,517 313,517 9,030,055
会計方針の変更による累積的影響額 30,817

会計方針の変更を反映した当期首残高 313,517 313,517 9,060,873
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △251,121
当 期 純 利 益 1,235,249
自 己 株 式 の 取 得 △114,295
自 己 株 式 の 処 分 11,665
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額 (純額) 13,720 13,720 13,720

事業年度中の変動額合計 13,720 13,720 895,219
2022 年 ３ 月 31 日 残 高 327,238 327,238 9,956,092

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2022年５月11日

ＮＣＳ＆Ａ株式会社
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
大阪事務所

指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 岡 本 健一郎

指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 福 井 さ わ 子

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ＮＣＳ＆Ａ株式会社の2021年４月１日から

2022年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ＮＣＳ＆Ａ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、
並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適
切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任
がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2022年５月11日

ＮＣＳ＆Ａ株式会社
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
大阪事務所

指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 岡 本 健一郎

指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 福 井 さ わ 子

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ＮＣＳ＆Ａ株式会社の2021年４月１日か
ら2022年３月31日までの第56期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事
象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並び
に計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本
監 査 報 告 書

当監査役会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第56期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた
します。

1． 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査計画（監査の方針、職務の分担等）を定め、各監査役から監査の実施状況及び結
果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取
締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、また社外取締役との意見交換会を実施するな
ど連携を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しまし
た。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報
の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社
法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議
に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び
運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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2． 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年５月13日
ＮＣＳ＆Ａ株式会社 監査役会

常勤監査役 木 下 幸 夫 ㊞
社外監査役 大 西 寛 文 ㊞
社外監査役 吉 川 興 治 ㊞

以 上
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〈メ モ 欄〉
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〈メ モ 欄〉
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〈メ モ 欄〉
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ユニバーサルデザイン(UD)の考
えに基づいた見やすいデザインの
文字を採用しています。

大阪メトロ千日前線

大
阪
メ
ト
ロ
四
ツ
橋
線 大阪

メト
ロ御
堂筋
線

株主総会会場ご案内図
会場 大阪市浪速区湊町一丁目２番３号

ホテルモントレ グラスミア大阪23階 「パティオ リッチモンド」
TEL 06-6645-7111

交通 ＪＲ線 「JR難波」駅から徒歩約１分
大阪メトロ四ツ橋線 「なんば」駅 北改札口30番出口直結
大阪メトロ千日前線 「なんば」駅 西改札から徒歩約１分
大阪メトロ御堂筋線 「なんば」駅 北西または北南改札から徒歩約５分
阪神線、近鉄線 「大阪難波」駅 西改札から徒歩約１分
南海線 「なんば」駅 ３階北口または２階中央口から徒歩約７分
※駐車場の準備はいたしておりませんので、ご了承のほどお願い申し上げます。
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